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ま え が き 
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両立支援策について、導入の経緯や制度の利用状況等も含めて調査を行った。 

 

本報告書が、諸外国における仕事と育児の両立支援にかかる諸政策についての理解を
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調査の概要 
 

調査の概要 

 

〔調査方法〕 

 本調査は、厚生労働省の要請に基づき、スウェーデン、フランス、ドイツ、イギリス、

アメリカ、韓国の 6 カ国を対象に、「諸外国の育児休業制度等、仕事と育児の両立支援に

かかる諸政策」をとりまとめた。  

 

〔調査項目〕 

 主な調査項目は、以下の通りである（各国の状況に応じて若干の違いはある）。 

第１節 育児休業制度  

 １．導入経緯と歴史的変遷  

 ２．現行制度概要 

  （１）出産休暇制度 

  （２）育児休暇制度 

  （３）看護休暇制度 

 ３．育児休業制度の利用状況  

  （１）利用状況について  

  （２）利用しにくい状況であればその要因についての分析  

  （３）代替要員確保の仕方等、利用促進のための取組事例  

第２節 仕事と育児の両立支援にかかる諸政策 

１．男女労働者の現状  

２．その他の両立支援策 

 

〔調査概要〕 

少子高齢化が進展し、低調な出生率が続く日本に対して、育児支援などの対策を積極

的に実施し、出生率を回復させた国も見られる（参考図表）。人口減少社会に直面する日

本にとって、同様に低調な出生率が続く国や出生率を回復させた国など、様々な国にお

ける取り組みを調査し、「仕事と育児の両立支援にかかる諸政策」の参考とすることは重

要である。 

そのため本調査では、第 1 節で、当該国の育児休業制度の導入経緯や歴史的変遷、現

行制度概要と利用状況を、第 2 節で、両立支援をめぐる労働環境（長時間労働の状況、

年休の取得状況等）と、それを支える社会環境（男女平等教育、税制、女性の管理職割

合等）を調査し、今後の日本における立法政策の参考に資することを目的とした。  

調査の結果、他国でも少子高齢化は取り組むべき政策課題と認識されており、歴史的

背景や労働／社会環境等の違いはあるものの、いずれの国においても日本における産前
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諸外国における育児休業制度等、仕事と育児の両立支援にかかる諸政策 

産後休業や育児休業に相当する制度があることが明らかになった。以下に各国の特徴を

簡単にまとめる。 

 

参考図表  合計特殊出生率の推移（1995～2014 年）  

 

  出所 : データブック国際労働比較 2017（労働政策研究・研修機構）。  

 

１．スウェーデン 

スウェーデンでは、早くから「子どもの福祉」と「雇用の安定」の両側面より社会制

度が整備され、また男女ともに就労を通じた経済的自立が社会規範となっており、各国

に先駆けて、1974 年に父親の育児休業取得を射程に入れた制度が導入された。家庭内の

役割分担が広く社会に及ぼす悪影響は看過できないとの見方から、父親の育児休暇取得

が強く推し進められた。1995 年に 1 カ月間のいわゆる「父親の月」が導入され、これに

より割当制導入前に父親となったグループでは育児休業を全く取っていなかった者が

54％いたが、制度導入後に父親になったグループでは、その数値が 18％に減少した。1

カ月間の育児休業を取得した父親は制度導入前には僅か 9％だったが、導入後には 47％

へと上昇した（但し、60 日間以上取得した者の割合に変化はみられなかった）。なお、

父親の割当期間は、2002 年に 2 カ月へ、2016 年からは 3 カ月へと引き上げられている。 

その後も育児休業制度の柔軟性が重視され、女性だけでなく男性も取得しやすいよう

に整備されてきた。現行では、時間単位の育児休暇取得や、年間 3 回までの小刻みな分

割取得も認められており、各人のニーズに応じて調整がしやすくなっている。  

現政権は、人々のライフスタイルと働き方の多様性が高まる中、育児休業制度をより

男女平等で子どもの最善に適うものとすることを目指して取組みを続けている。スウェ
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調査の概要 
 

ーデンにおいて、女性の就業率が高く、出生率が相対的に高めで安定していることは、

多様化する家族を包摂する家族政策、社会保障政策、保険医療政策、住宅政策、保育政

策、教育政策と、働く人すべての権利を保障する労働市場政策ならびに男女平等政策と

の長期に渡る有機的な連携の所産であるといえる。  

 

２．フランス 

フランスは、高い合計特殊出生率と女性の就業率を維持している。このような現象が

ドイツや北欧ではなく、フランスにだけなぜ生じたのか。高額の子育て支援が注目され

がちであるが、出生率を上げなおかつ女性の就労を維持するためにはそれだけでは不十

分である。フランスの特徴は、育児休業、休暇、労働時間の調整と子育てで失う所得補

償のバランス、また、女性を労働市場に引き戻す仕組みに特徴がある。  

「フランスにおいて、なぜ、高い就労率と出生率が維持されているのか」について、

識者にインタヴューをすると、一致した答えが返ってくる。それは、「1 つの制度による

成果ではなく、労働時間の短縮、休暇制度、子育て支援のための給付、保育園などの子

育て支援制度、妊娠出産を原因とする解雇や昇進差別の禁止、雇用形態による差別の解

消など様々な、長年にわたる取り組みの複合的な成果である」という回答である。  

 このような観点から、育児休暇と労働時間、休暇制度を中心に、育児休暇の補償、少

子化対策などを検討した。これらの制度を創設し問題を改善し、その努力の成果が現在

の高い就労率と出世率に結実したといえよう。 

フランス会計院が 2010 年に出した社会保障財政に関する年次報告書を見ると、政府

は家族政策（ならびに高齢者政策）に多くの予算を割いている。社会保障財政に対する

予算の問題もあろう。フランスにおいては、多様な家族手当のほかに、職業生活と家庭

生活の両立支援を家族政策の重要な側面と位置づけ、1970 年代から  1990 年代にかけ

て、子どもがいても女性が仕事を続けられるように、産前産後休業、在宅保育サービス

や保育ママを利用する家庭への給付、子どもの数に応じた減税措置、保育施設の拡充な

ど積極的な施策を行ってきた。近年におけるこれらの政策の視点として特徴的な点は、

「女性に多様な選択肢を与えること」である。具体的には、女性が仕事か子どもを持つ

かの二者択一を迫られないことである。  

 

３．ドイツ 

ドイツは、戦後の東西分裂を経て、保育事情や女性の就業状況に地域的な相違が見ら

れる。旧東ドイツ地域は、夫婦共働きが主流で、両立支援のため早くから保育施設の整

備等が進んだ。旧西ドイツは、父親だけが働く世帯が主流で 3 歳児神話も存在し、旧東

ドイツ地域と比較すると、保育供給率も低く、保育時間も短い。このような事情から、

フルタイムで働く母親の割合は、旧東ドイツ地域が 55.7%であるのに対し、旧西ドイツ
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地域は 25.2%に留まっている（2012 年）。 

また、東西統一後の 1990 年代には、育児休業や手当給付の期間が延長されたが、これ

が結果的に母親の長期離職と職業中断につながった反省から、2000 年代以降は、母親の

早期復職と父親の育児休業取得を同時に推奨している。  

直近では労働者の多様なニーズに応じるため、2007 年に導入された「両親手当」を改

正し、2015 年に「両親手当プラス」を導入。「両親手当プラス」では、育児休暇の柔軟

な分割取得（従来の 2 回から 3 回へ）が可能になり、休暇中に時短勤務をしても両親手

当を減額されることなく満額受け取ることができるようになった。その結果、新制度の

利用者は導入から 2 年間で 13.8%から 28.0%まで上昇した。 

 

４．イギリス 

 イギリスでは、1997 年の労働党政権成立以降、育児関連の休暇制度や支援制度の整備

が進展した。前保守党政権が、育児・介護は女性が担うべき役割であるとの意識や、労

使関係の問題は労使の自主的な決定に委ねるべきであるとする伝統的な考え方などから、

こうした施策の推進に消極的であったのに対して、労働党政権は発足の翌年に打ち出し

た雇用関連法制の改革構想の中で、「男女の家事と職務上の負担の対立を緩和する家族に

やさしい政策」を柱の 1 つに位置づけ、出産休暇の改善や父親休暇の導入、柔軟な働き

方を申請する権利、あるいは包括的な保育戦略など、法制度の整備や政策の拡充を進め

た。背景には、女性の就業率の上昇による柔軟な働き方へのニーズの高まりとともに、

人口構成の変化や貧困問題への対応などの観点から、政府の側でも女性の就業率の向上

を重視していたことがある。また同時に、長時間労働の是正や生産性の向上も意識され

ていた。 

 こうした取り組みの一環として、2003 年には法定出産休暇・給付の拡充と併せて、法

定父親休暇と法定父親給付、また子どもを持つ親に柔軟な働き方を申請する権利が新た

に導入された。また 2007 年には、法定出産給付ならびに出産手当の支給期間が 26 週か

ら 39 週に延長されている。さらに、2010 年の総選挙で成立した保守党・自由民主党に

よる連立政権は、母親の休暇取得に重点を置く従来の制度を改め、法定の出産休暇の権

利（52 週）を父母間で共有し、かつ取得期間についても柔軟性を高めた「共有両親休暇」

の制度を導入している。 

 

５．アメリカ 

 育児休業等、仕事と家庭の両立支援に関するアメリカの法制度は､積極的な介入を行っ

ているヨーロッパ諸国に比べると充実しているとはいえない状況にある。  

アメリカでは、元々法律による労働条件規制が少なく、年次有給休暇付与の義務づけ

も行われていない。そのような中、育児・介護・看護・病気・出産休暇をいわば包含し
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調査の概要 
 

た無給休暇の付与を義務づける「家族・医療休暇法(Family and Medical Leave Act、以

下 FMLA とする)」が 1993 年に成立し、両立支援制度の柱を成している。1984 年の法

案立案以降、多くの団体を巻き込みながら、妥協と衝突を繰り返し、最終的に民主党ク

リントン政権下の 1993 年に成立した。 

FMLA は、被用者に対し、12 カ月間に合計 12 労働週の枠内で育児休暇、介護休暇、

病気休暇、出産休暇（いずれも無給）を各々取得する権利を与えている。実際の親休暇

取得日数は女性が約 60 日、男性はおよそ 20 日程度であり、休暇取得期間が短い、ある

いは休暇取得を躊躇させる理由として、所得保障に欠ける点が指摘されており、親休暇

取得中の所得保障が最大の懸案事項といえる。休暇中の所得保障（有給家族休暇）は連

邦レベルでは制度化されていないが、一部の先進的な州で実施されている。2016 年大統

領選キャンペーンでも、休暇中の所得保障（有給家族休暇）が大きな争点の 1 つとなっ

た。 

FMLA は多様な休暇を包含することで固定的な性別役割分業・価値観の転換を図るこ

とを目的としており、性中立的な休暇法制により男女間の雇用平等を一層追求した点で

は、当時は画期的なものだったと捉えることができる。しかし、法制定から 20 年以上を

経て、その目的はシンボリックではあったが、実効性においては「何もないよりはまし」

といった批判に晒されている 。男女間の実質的な平等を図りつつ、FMLA を含めた両立

支援制度をどのように整備していくのか、併せてトランプ政権下で検討が伝えられてい

る家族休暇の有給化についても、今後の進展が注目される。  

 

６．韓国 

 韓国政府は 1961 年から出産を抑制する政策を採択してきたが、少子化により国民年金

の財政が枯渇する恐れがあるとの危機感から、1996 年 7 月、従来の人口増加抑制政策を

中止した。2001 年合計特殊出生率が 1.3 人以下で超少子化国になり、2002 年 1.17 人ま

で下がると、少子高齢化社会の対策として、女性の仕事と育児の両立を支援するための

諸制度を整え始めた。  

育児休業制度（父母育児休職制度）は、1987 年男女雇用平等法制定と共に導入したが、

当時は生後 1 歳未満の乳児をもつ女性労働者が対象であった。1995 年法改正とともに、

女性労働者の配偶者である男性労働者も選択的に育児休業が取れるようになった。2001

年には企業の育児休業制度導入を義務化すると共に、育児休業後の復職を保障し、雇用

保険から育児休業給付金を支給するなど、関連規定を強化した。  

1987 年制定された男女雇用平等法（1988 年施行）は、2007 年に「男女雇用平等と仕

事・家庭両立支援に関する法律」へと改名し、仕事と育児の両立支援政策をさらに強化

した。2008 年 6 月、育児期の労働者が仕事をしながら子育てができるように、育児期労

働時間短縮制度を導入した。しかし、制度導入が事業主の義務ではなく、育児休業と違
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って所得減少分に対する補てんが一切ないとの理由で実際活性化するには限界があった

ため、2011 年 10 月から、短縮した時間に関しては雇用保険から給付金を支給し始めた。 

引き続き、政府は「男女雇用平等と仕事•家庭両立支援に対する法律」を改正し（2012

年 2 月公布、8 月施行）、育児休業が申請できる労働者が労働時間短縮を申請する場合、

経営上特別な理由がない限り認めるよう義務付けた。また父親の育児休業利用率を高め

るため、雇用保険施行令を 2014 年改正し、育児休業制度の名称を 2014 年 3 月から「父

母育児休職制度」と改名（本文では、育児休業と称する）すると共に、2014 年 10 月か

ら「パパの月」を実施している。  

 

〔結語〕 

 以上、概観した通り、各国ともに制度の導入経緯や成り立ちは異なっており、現行制

度もそれぞれ別個の制度となっている。これら対象国を地理的、制度的差異などの特徴

に着目し分類すると、北欧型（スウェーデン1）、EU 型（フランス、ドイツ、イギリス）、

北米型（アメリカ）、北東アジア型（韓国）に大別される。  

 まず北欧型のスウェーデンでは、女性の社会参加を促す環境整備に早くから取り組ん

できた。男女ともに就労を通じた経済的自立が社会規範となっており、父親の育児休業

制度を早期に導入など、育児休暇は女性だけでなく男性も取得しやすい柔軟な制度とな

っている。父親の育児休業制度を早期に導入しているのもこの型の特徴である。次に EU

型であるが、「出産休暇」や「育児休暇」に関する EU 指令の影響もあり、フランス、ド

イツ、イギリスのいずれの国でも父親と母親の双方を対象にした有給の育児休業制度等

がある。特に近年のフランスにおいては、労働時間短縮、休暇制度、子育て支援給付、

保育支援、妊娠出産を原因とする解雇や昇進差別の禁止、雇用形態による差別解消など

様々な複合的取り組みを行った結果、出生率が上昇に転じるなどの成果が見られている。

ドイツ、イギリスでも濃淡はあるものの、同様に両親ともに育児と仕事に参加させる方

向で政策が展開されている。一方アメリカにおいては、1993 年の成立当時は性中立的で

画期的な制度と評された「家族・医療休暇法（FMLA）」の不備が大きな論点となってい

る。2016 年の大統領選挙戦では育児休暇中の所得保障が争点の１つとなったが、今後の

進展が注目される。最後に、韓国では、2000 年代に入り、様々な政策を打ち出しており、

2014 年には育児休暇に「パパの月」を導入するなど、極端な出生率の低下を食い止める

べく育児支援関連の施策が目まぐるしく展開されている。また、日本でも 2017 年に改正

育児・介護休業法が施行されるなど、迫り来る超少子高齢化社会を目前に環境整備が進

められている。今後もこのような海外の動きを踏まえつつ、日本に最適な政策を検討す

るための議論が望まれる。  

                                                  
1 スウェーデンも EU 加盟国だが、各国に先駆けて 1974 年に父親の育児休業取得を射程に入れた制度を導

入する等、他国の育児休業や両立支策等のモデルとなっている面もあることから、EU 型から切り分けた。 
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平
均

給
与
額

の
90

％
、
以

降
33

週
間

は
定

額
手
当
（

週

14
0.

98
ポ

ン
ド
）
と

い
ず
れ

か
低

い
額

を
支
給
。

う
ち

92
％

が
還

付
さ
れ
る

（
中
小

企
業
は

10
3％

）。
 

受
給

資
格

が
な
い
場

合
（
自

営

業
者

等
）
は
、
別
途
の

制
度
（

出

産
手

当
）

あ
り
。

 

・
な
し
。

 
・

あ
り
。

 
・

中
小
企

業
：
雇
用

保
険
か

ら

90
日

分
支
給
（
上
限

48
0
万

ウ
ォ
ン

)。
 

・
大
企
業

：
当
初

 6
0
日

分
は

事
業
主
負

担
、

30
日

分
は
雇

用
保
険
か

ら
支
給

(上
限

16
0

万
ウ
ォ
ン

)。
 

育
児

休
暇

 

休
暇
名

 
両

親
休

暇
 

育
児
親

休
暇

 
両

親
休

暇
 

両
親

休
暇

 
F

M
L

A
休

暇
 

父
母
育
児

休
職
制
度

 

休
暇

期
間

 

・
18

カ
月

。
う

ち
48

0
日

間
（
約

16
カ

月
）
は

両
親
給
付

が
支
給

さ
れ

る
。

 

・
満

3
歳

ま
で

。
 

・
就
労
の

中
断

あ
る

い
は

労
働

時
間

の

短
縮
が

要
件

。
 

 

・
 原

則
満

3
歳

(3
6
カ

月
)ま

で
。

36
カ

月
の

両
親

休
暇

の
期

間

の
う
ち

24
カ

月
を

限
度

と
し

て
、

子
が

満
8
歳

に
な

る
ま

で
別

の
期

間
に

休
暇

を
持

ち

越
す

こ
と

も
可

能
。

 

・
子

が
18

歳
に
達
す

る
ま

で
18

週
間
（

年
4
週

ま
で

）。
 

・
家
族
・
医

療
関
連
の

理
由
に

よ
る
休
暇

を
、
年
間

最
大

12
週

間
取
得
可

能
。

 
・

取
得
事

由
 

①
傷
病
休

暇
、
②
出
産

休
暇

③
育
児
休

暇
（
出
生

か
ら

1
年

以
内

）、
④
看
護
・
介

護
休
暇
（

配
偶
者
、

18
歳

未
満
の
子

、
親
）

 

・
子
が

8
歳
に

な
る

ま
で

の
1

年
間

 
(女

性
は

産
後
休

暇
期

間
45

 
日

を
含
め

て
1
年
間

、
男
性

 
は

1
年

間
)。

 
・

20
18

年
下
半

期
か

ら
は
出

産
 

前
の
妊
娠

期
間
か
ら

１
年
間

 
使

用
可
能

。
 

時
期
分
割

の
可

否
 

・
以

下
の

要
件
に
基

づ
き
、

年
間

3
回

ま
で
分

割
し
て
取

得
が
可

能
（
使

用
者

と
の

合
意
が
得

ら
れ
れ

ば
、

4
回

以
上
の

分
割
も
可

能
）
。

 

 
各

親
と

も
3
回

に
分

割
し

て
取

得

が
可

能
。

 
週

単
位

で
取
得
の
た

め
、
最
高

で

年
4
回

ま
で

分
割
し

て
取
得

が
可

能
。

 

使
用
者
の

同
意
が
あ

れ
ば
可

能
 

育
児
休
業

と
育
児
期

勤
労
時

間

短
縮
を
合

わ
せ

て
1
回

分
割

可

能
。
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ス

ウ
ェ
ー

デ
ン
 

フ
ラ

ン
ス

 
ド

イ
ツ

 
イ

ギ
リ
ス
 

ア
メ
リ
カ
 

韓
国
 

〔
20

14
年

1
月

1
日

以
降
出

生
〕

 
付

与
日
数

の
う

ち
38

4
日

は
子
が

4
歳

に
達

す
る
ま
で

、
残
り

の
96

日
は
子

が
12

歳
に
達

す
る
ま

で

取
得

可
。

 
〔

20
13

年
12

月
31

日
以
前

に
出
生

〕
 

子
が

8
歳
に
達

す
る

ま
で
取

得

可
。

 

休
暇
の
形

態
 

休
暇

 
・
短

時
間
勤
務

と
両

親
休
暇
（
部

分
取

得
）
と
の

併
用
可
。

 

休
暇

 
・

1～
3
年

休
職

、
あ

る
い

は
時

短
復

職

（
週

16
時

間
～

フ
ル

タ
イ

ム
の

80
%
）

を
選
択

。
ま

た
、

復
職

に
際

し
て

は
、

職
業
教

育
を

受
け

る
こ

と
が

可
能

で

あ
る
。

さ
ら

に
、

休
暇

前
と

同
職

位
、

同
じ
賃

金
に

復
職

を
使

用
者

に
義

務

付
け
て

い
る

。
 

休
暇

 
(休

暇
中

、
週

30
時

間
ま

で
の

短

時
間

勤
務

が
可

能
)。

 
 

休
暇

 
 

休
暇

 
(使

用
者

が
同
意

す
れ

ば
断
続

的
休
暇
ま

た
は
労
働

時
間
短

縮
に
よ
る

休
暇
も
可
。
時
間
単

位
で
の
取

得
も
可

) 

5
パ

タ
ー

ン
か
ら
選

択
 

・
育
児
休

業
1
回
利

用
 

・
短
時
間

勤
務

1
回

利
用

 
・

育
児
休

業
の
分
割

利
用

(1
回

に
限
り

)。
 

・
短
時
間

勤
務
の
分

割
利
用

(1
回

に
限
り

)。
 

・
育
児
休

業
1
回
利

用
及
び

短

時
間
勤

務
1
回

利
用

。
 

両
親
同
時

取
得

の
可
否

 

可
能

 
・

出
生

後
1
年

以
内

に
、

30
日
ま

で

両
親
が
同

時
に
取
得

で
き
る
（

そ
れ

ぞ
れ
へ
の

割
り
当
て

期
間
か

ら
の

取
得
は
不

可
）
。

 
・

1
人

年
3
回
ま
で
休

暇
を
分

割
し
て

取
得

可
能

。
 

可
能

 
可

能
 

(片
方

の
親

の
み

取
得

、
両

親
同

時
に

取
得

、
時

期
を

ず
ら

し
て

双

方
が

取
得

の
い

ず
れ

も
可

)。
 

可
能

 
可

能
 

不
可

 
(同

じ
子

に
対
し

て
両

親
各
々

が
1
年

取
得
可

能
)。

 

給
付
金

 

・
両

親
給
付

と
し
て
、
①

39
0
日
は
所

得
の
約

80
%
（
１
日

当
た
り

の
上

限
95

2S
E

K
）

が
、

②
残
り

の
90

日
は
日

額
18

0S
E

K
が

支
給
さ

れ

る
。

 
・

出
産

前
の
就
労
期

間
（
連

続
）
が

24
0
日

未
満
の
場
合
、
ま
た
は

出
産

前
の
年
間

所
得

が
11

7,
59

0S
E

K
未

満
の
場

合
（
失
業

者
・
学

生
含

む
）、

39
0
日

の
給
付

額
は
、

日
額

25
0S

E
K
（

月
額

約
7,

50
0S

E
K
）
。
 

・
給

付
金
の
支

給
日
は

毎
月

25
日（

申

請
後

30
日
以

内
に
支

給
）
。

 

・
就
業
選

択
自

由
補

償
給

付
（

C
L

C
A

)
と

育
児

分
担

手
当

(P
re

P
er

E
) 

の

併
存
。

 

・
要

件
を

満
た

せ
ば

、
両

親
手

当

（
原

則
、
従

前
手

取
り

賃
金

の

67
%
）
が

一
定

期
間

給
付

さ
れ

る
。
両

親
休

暇
は

、
給

付
期

間

を
超

え
て

取
得

で
き

る
が

、
超

え
た

期
間

は
無

給
と

な
る

。
 

・
給

付
な

し
。

 
・

給
付
な

し
。

 
〔

20
17

年
8
月

ま
で

〕
 

・
通
常
賃

金
の

40
%

(月
上
限

額

10
0
万

ウ
ォ
ン
、
下

限
額

50
万

ウ
ォ
ン

)。
 

〔
20

17
年

9
月

か
ら

〕
 

・
育
児
休

業
当

初
3
カ

月
間

は

80
％

(下
限

70
万
～

上
限

15
0
万

ウ
ォ
ン

)、
4
カ

月
目

か
ら
は
通

常
賃
金
の

40
％

。
 

短
時
間

勤
務

 
に

つ
い

て
 

・
子
が

8
歳
に

達
す

る
ま
で

(小
学

校

1
年

終
了
ま
で

)、
労
働

時
間
を

75
%

ま
で
短
縮

で
き
る
（

1
日

8
時

間
労

働
の
場
合

、
6
時
間

勤
務

）。
 

・
労
働

時
間

を
完

全
に

中
断

し
た

場
合

、

50
%
に

制
限

し
た

場
合

、
50

%
～

80
%

に
制

限
し

た
場

合
の

選
択

が
可

能
。

 

・
要

件
を

満
た

す
労

働
者

は
両

親

休
暇

中
、

週
30

時
間

ま
で

の

短
時

間
勤

務
が

可
能

。
 

・
両

親
休

暇
に
よ
る

短
時
間

勤
務

は
不

可
（
取

得
は
週

単
位
の

た

め
）。

 

・
使

用
者
の

同
意
が
あ

れ
ば
労

働
時
間
の

短
縮
が
可

能
（
計

12
 週

間
分
ま

で
）

 

・
20

11
年

10
月

か
ら
短
縮

し

た
時
間
に

関
し
て
は

雇
用
保

険
か
ら
給

付
金
支
給

。
 

・
短
縮

後
の
労
働
時

間
は

週
15

〜
30

時
間
。
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ス

ウ
ェ
ー

デ
ン
 

フ
ラ

ン
ス

 
ド

イ
ツ

 
イ

ギ
リ
ス
 

ア
メ
リ
カ
 

韓
国
 

取
得
の
際

の
勤

続
、
企
業
規

模
要

件
 

・
な

し
。
就
労
の

有
無

は
問
わ

れ
な
い

。
 

・
1
年
以

上
同

じ
企

業
で

勤
続

。
 

・
両

親
休

暇
及

び
両

親
手

当
に

つ

い
て

は
要

件
な

し
。
短

時
間

勤

務
の

場
合

、
6
カ

月
以

上
同

じ

企
業

で
勤

続
し

、
従

業
員

15
 

人
超

の
事

業
所

。
 

・
勤

続
期

間
1
年
以

上
。

 
・
従

業
員

数
50

 人
以
上
。
当

該
企
業
に

合
計

で
1 

年
以

上
雇
用
さ

れ
、
か
つ

、
直

近

12
カ

月
間
に

1,
25

0 
時
間

以
上
勤
務

し
た
従
業

員
。

 

・
雇
用

保
険
の

被
保
険

期
間

18
0

日
以
上
。

 
・

常
時
労

働
者

5
人

以
上
の

事

業
所
。

 

取
得

手
続

 

・
職

場
へ

の
休
暇

取
得

申
請

は
2
カ

月

前
ま
で
に

行
う
。

 
・
社

会
保
険

庁
へ
の
両

親
給
付

受
給
申

請
は
妊
娠

証
明
書
を

添
え
て

行
う
。

 

・
出
産
休

業
終

了
1
カ

月
前

、
ま

た
は

育
児

親
休

業
開

始
の

2 
カ

月
前

に
申

出
。

 

・
取

得
開

始
7
週

間
前

(満
3
歳

か
ら
満

8
歳

ま
で

の
間

は
13

週
間
前

)ま
で

に
書

面
で

使
用

者
に

申
請

。
 

・
取

得
開

始
の

21
日

前
ま
で

に

使
用

者
に

申
請
。

 
・

出
産
休

暇
、
育
児

休
暇

 
休

暇
開
始

日
の

30
日

前

に
使
用
者

に
通
知

 
・
看
護
・
介

護
休
暇

、
傷

病
休

暇
。

 
可

能
で
あ

れ
ば

30
日

前

に
通
知
。

 

・
労
働
者

は
育
児
休

業
又
は

育

児
期
勤
労

時
間
短
縮

の
開
始

予
定
日

の
30

日
前
ま

で
に

申
請
書
を

事
業
主
に

提
出
。

 
・

給
付
金

：
育
児
休

業
又
は

育

児
期
勤
労

時
間
短
縮

の
開
始

１
カ
月
後

か
ら
終
了

日
12

カ
月
以
内

に
、
居
住

地
の
雇

用
セ
ン
タ

ー
に
申
請

。
 

父
親

休
暇

 

概
要

 

・
〔

20
16

年
1
月

1
日

以
降

に
出
生

〕

「
父
親
の

月
」

は
90

日
。

 
・
〔

20
15

年
12

月
31

日
以
前

に
出

 
生

〕
 

「
父

親
の

月
」

は
60

日
。

 

・
出
産

か
ら

4
カ

月
以

内
に

連
続

し
て

11
日
（
多

胎
出

産
で

は
最

長
18

日
）
。

・
出

産
休

暇
は

な
し

。
 

・
両

親
手

当
の

み
、「

パ
ー

ト
ナ

ー
月

」
あ

り
（

片
方

の
親

だ
け

が
受

給
す

る
場

合
は

最
大

12
カ

月
間

だ
が

、
も

う
一

方
の

親

も
受

給
す

る
と

2
カ

月
延

長
さ

れ
、
最

大
14

カ
月

間
支

給
さ

れ
る
）
。

 

・
出

産
後

8
週
の
期

間
で

1
週
間

ま
た
は

2
週
間

。
 

※
共

有
両

親
休
暇
と

し
て
、
出

産

休
暇

52
週
間

の
一
部

を
母
親

に
代

わ
り

父
親
が
取

得
す
る

こ
と

も
可

能
。

 

（
育
児
休

暇
欄
を
参

照
）

 
・
配

偶
者
出

産
休
暇
（

20
12

年

施
行
）

3
日

は
有
給
、
追
加

２

日
は
無
給

。
 

・
パ
パ
の

月
（

20
14

年
10

月

施
行
）
。

3
カ

月
の
給

付
金
は

通
常
賃
金

の
10

0％
（
上
限

月
額

15
0
万

ウ
ォ
ン

 
20

18
年

7
月

か
ら
は

月
上

限
20

0
万

ウ
ォ
ン

）。
 

看
護

休
暇

 

休
暇
名

 
・

子
の

看
護
休
暇

 
・

子
の

病
気

等
の

た
め

の
休

暇
 

・
親
付

添
休

暇
 

・
看

護
休

暇
 

・
家

族
・
被

扶
養
者

の
た
め

の
休

暇
（

タ
イ

ム
オ
フ
）

 
（

育
児
休

暇
欄
を
参

照
）

 
・

家
族
看

護
休
職
制

度
（
子

の

た
め
の
特

別
条
項
は

な
い

）。
 

 休
暇

期
間

、
要

件
 

・
12

歳
未
満
の

子
1
人

に
つ

き
年
間

12
0
日

。
但

し
後
半
の

60
日

間
は

、

病
状

に
関

し
て
要
件

が
付
さ

れ
る
。

 

・〔
子

の
病

気
等

の
た

め
の

休
暇

〕
16

 歳
未

満
の

子
に

つ
き

年
間

最
長

3
日
（

子

が
1
歳

未
満

の
場

合
ま

た
は

16
 歳

未
満
の

3
人

以
上

の
子

を
扶

養
す

る

場
合

、
年

間
最

長
5
日

）
。

 
・〔

親
付

添
休

暇
〕
家

族
給

付
の

受
給

要

件
を

満
た

す
子

が
、

疾
病

、
身

体
障

害
、

事
故

に
よ

る
重

傷
に

よ
っ

て
、

付
添

･
看

護
を

必
要

と
す

る
時

、
労

働

者
は

、
デ

ク
レ

に
定

め
た

期
間

（
現

在
は
最

長
3
年

）
の

休
暇

を
取

得
す

る
こ
と

が
で

き
る

。
親

付
添

休
暇

の

年
間
の

日
数

は
最

長
31

0
労

働
日

で

あ
り

、
分

割
さ

れ
な

い
。

 

・
12

 歳
未

満
の

子
1
人

に
つ

き
、

1
年

で
最

大
10

日
、

1
人

の
親

に
つ
き

1
年

で
計

25
日

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
 

・
家

族
・
被

扶
養
者

の
病
気

や
事

故
な

ど
、
突

発
的
な

必
要
が

生

じ
た

場
合

に
、
合
理

的
に
必

要

と
認

め
ら

れ
る
期
間
（

法
律
上

の
期

間
制

限
な
し
）
の

休
暇
取

得
が

可
能

。
 

雇
用

さ
れ

て
い
る
こ

と
が
要

件
。

 

 
・

年
間

90
日

ま
で
。

 

給
付
の

有
無

 

・
所

得
の

約
80

％
が

支
給
さ

れ
る
（

両

親
給
付
と

同
水
準

）。
 

・
1
時

間
単
位
で
取

得
可
。

 

・〔
子
の

病
気

等
の

た
め

の
休

暇
〕
無

給
。

・〔
親
付

添
休

暇
〕
親

付
添

給
付

が
最

長

31
0
労

働
日

の
間

支
給

さ
れ

る
が

、
こ

の
た

め
に

は
社

会
保

障
法

典

L
.5

44
-2

が
規

定
す

る
医

師
の

証
明

・
健

康
保

険
か

ら
疾

病
手

当

（
K

ra
n

ke
n

ge
ld

)が
支
給

 
さ

れ
る

。
 

  

無
給

 
無

給
 

無
給
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ス

ウ
ェ
ー

デ
ン
 

フ
ラ

ン
ス

 
ド

イ
ツ

 
イ

ギ
リ
ス
 

ア
メ
リ
カ
 

韓
国
 

が
必
要

。
 

短
時

間
勤

務
 

措
置
の
概

要
 

・
両

親
休

暇
と

併
用

し
な
い

場
合
：
労

働
時
間

を
75

%
ま
で

短
縮
で

き
る

（
1
日

8
時

間
労
働

の
場
合

、
6
時

間
勤
務

）。
 

・
両

親
休

暇
（
部

分
取

得
）
と

併
用
し

、

両
親

給
付

を
取
得
す

る
場
合
：
所
定

労
働

時
間

の
12

.5
%（

1
日

8
時

間

労
働
の
場

合
1
時
間

）、
25

%
、
あ

る
い
は

50
％
短

縮
可

能
。

 

・
週

6
時

間
か

ら
フ

ル
タ

イ
ム

の
80

％

ま
で

の
間

で
、

短
時

間
労

働
と

し
て

復
職

が
可

能
。

 

・
両

親
休

暇
中

は
週

30
時

間
ま

で
の

短
時

間
勤

務
が

可
能

。
 

・
両

親
手

当
プ

ラ
ス

を
活

用
す

る

と
、
両

親
手

当
受

給
中

に
時

短

勤
務

を
し

て
も

、
両

親
手

当
を

減
額

せ
ず

満
額

受
給

で
き

る
。

 
・
他

の
使

用
者

の
も

と
で

、
パ

ー

ト
タ

イ
ム

労
働

や
独

立
的

な

就
業

を
す

る
場

合
、
使

用
者

の

同
意

を
必

要
と

す
る

。
当

該
使

用
者

は
、

4
週

間
以

内
に

差
し

迫
っ

た
経

営
上

の
理

由
に

基

づ
い

て
の

み
書

面
で

同
意

を

拒
否

で
き

る
。

 

・
育

児
・
介

護
等
の

理
由
を

問
わ

ず
、
短

時
間

勤
務
や

変
則
的

な

勤
務

時
間

を
申
請
す

る
権
利
。

（
育
児
休

暇
欄
を
参

照
）

 
〔

育
児
期

勤
労
時
間

短
縮

〕

（
20

08
年

施
行

）
 

・
育

児
休
業

又
は
時

短
を
選

択
。
 

・
1
年
以

内
で
、

1
週

当
た
り

15
時

間
〜

30
時
間

ま
で
。

 
・

事
業
主

の
義
務
。

 
・

時
短
を

理
由
に
、

解
雇
又

は

他
の
不
利

益
な
処
遇

禁
止
。

 
・

時
短
後

、
同
業
務

又
は
同

水

準
の
賃
金

支
給
の
職

務
へ
の

復
帰
。

 

子
の
年

齢
 

子
が

8
歳
に
達

す
る

ま
で

(小
学

校
1

年
次

終
了

ま
で

)。
労

働
協
約

に
よ
っ

て
は

、
子

が
12

歳
に

達
す
る

ま
で

。
 

3
歳

ま
で

(3
歳

か
ら

は
保

育
学

校
が

開

始
さ
れ
、

99
％

の
子

供
が

通
学

を
開

始

す
る

)。
 

8
歳

ま
で

。
 

制
限

な
し

。
 

 
8
歳

以
下

ま
た
は
小

学
校

2
年

生
以
下
。

 

請
求
の
手

続
き

 

・
職

場
へ

の
申
請
は

2
カ

月
前
ま

で

に
、
通
常

は
書
面
に

て
行
う

。
 

・
A

P
E
よ

る
所

得
補

償
の

要
件

を
引

き

下
げ
、

3
歳

ま
で

の
給

付
を

認
め

た
。

さ
ら
に

、
育

児
親

休
暇

の
取

得
要

件

も
緩
和

し
、

子
供

の
出

生
か

養
子

の

受
け
入

れ
の

前
10

年
間

に
お

い
て

2
年

間
就

労
と

し
た

。
 

・
労

働
時

間
の

短
縮

お
よ

び
そ

の

具
体

的
方

式
を

使
用

者
に

書

面
で

申
請

す
る

。
 

・
申

請
時

点
で
雇
用

さ
れ
て

い
る

期
間
が

26
週

を
超
え

て
い
る

こ
と

を
要

件
と
し
て
、
通
常
は

書
面

に
よ

り
申
請
。
使

用
者
は

申
請

を
考

慮
の
上
、

3
カ
月

以

内
に

決
定

を
行
う
。

 

 
・

労
働
者

は
勤
労
時

間
短
縮

開

始
予
定
日

の
30

日
前

に
申

請
書
を
事

業
主
に
提

出
し
、

雇
用
セ
ン

タ
―
に
育

児
期
勤

労
時
間
短

縮
給
与
を

申
請
す

る
。

 

給
付
の
有

無
 

・
労

働
時

間
短
縮
分
に

対
す
る

給
付
は

 
な

い
が

、
両
親
休
暇

を
併
用

し
、
時

間
単

位
で

両
親
給
付

を
受
給

で
き

る
。

 

・
一
定
の

要
件

を
満

た
せ

ば
、

家
族

給

付
を
受

給
で

き
る

。
 

・
あ

り
(週

30
時

間
以

内
の

短
時

間
勤

務
の

場
合

)。
 

・
両

親
手

当
プ

ラ
ス

の
導

入
に

よ

り
、
同

時
に

両
親

手
当

の
受

給

期
間
中

(も
し

く
は

受
給

終
了

直
後

)に
最
低

4
カ

月
間

、
両

親
が

と
も

に
週

25
～

30
時

間

の
時

短
勤

務
を

す
る

と
、
そ

れ

ぞ
れ

両
親

手
当

プ
ラ

ス
(パ

ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

ボ
ー

ナ
ス

)を
受

給
で

き
る

。
 

・
な

し
。

 
使

用
者

は
、
決
定

さ
れ

た
変
更

に
基

づ
い

て
雇
用
契

約
を
修

正
す

る
。

 

 
〔

20
11

年
10

月
か

ら
給
付

金

支
給
〕

 
・
通

常
賃

金
の

60
％
（
下

限
50

万
～
上

限
15

0
万
ウ

ォ
ン
）

を
基

準
に

短
縮

し
た

時
間

に

比
例

し
て

雇
用

保
険

か
ら

支

給
。

 
・

働
い
た

時
間
分
に

関
し
て

は

事
業
主
が

支
給
。

 

そ
の

他
特

徴
的

な
制

度
 

概
要

 

・「
児
童

手
当

」（
非

課
税
）
で
、
親
の

所
得
水
準

に
か
か
わ

ら
ず
、

16
歳

未
満
の
全

て
の
子
を

支
給
対

象
と

し
て
い
る

。
現
在
子

1
人

月
額

1,
05

0 
S

E
K

で
、

子
が

2
人
の
場

合
は

15
0 

S
E

K
、

3
人

で
は

60
4 

S
E

K
、

4
人

で
は

1,
61

4 
S

E
K
、

5
人

で
2,

86
4 

S
E

K
、

6
人
に

は

4,
11

4 
S

E
K

が
加
算

さ
れ
る

。
つ

・
同

職
位
、
同

賃
金

へ
の

復
職

が
使

用
者

に
義

務
付

け
ら

れ
て

い
る

。
技

術
革

新

に
よ

り
、

教
育

訓
練

が
必

要
な

場
合

は

教
育

訓
練

を
受

け
、

同
職

種
、

職
位

に

復
職
す
る

。
 

・
3
歳
か
ら

の
公

的
教

育
の

開
始

。
保

育

学
校

へ
の

通
学

は
義

務
教

育
で

は
な

い

が
、

９
９

％
の

子
供

が
通

学
を

開
始

す

る
の

で
、

育
児

休
業

と
の

連
携

が
図

ら

・
18

歳
未

満
の

子
を

持
つ

親
に

対
し

て
児

童
手

当
が

支
給

さ

れ
る
。
第

1
子

～
2
子

ま
で

は

19
4
ユ

ー
ロ
、

第
3
子

は
月

20
0
ユ

ー
ロ
、
第

4
子

以
降

は

1
人

22
5
ユ

ー
ロ

が
支

給
さ

れ

る
（

20
18

年
）。

 
・
低

所
得

者
を

対
象

に
し

た
児

童

付
加

手
当

は
、
子

1
人

に
つ

き

・
児

童
給

付
 

 
16

歳
未
満
の

子
を

扶
養
し

て

い
る

者
に

対
し
て
、
第

1
子
に

20
.7

0
ポ

ン
ド
、
第

2
子

以
降

に
13

.7
0
ポ

ン
ド
の

手
当
を

支

給
。
年

間
5
万
ポ
ン

ド
以
上

の

所
得

者
を

世
帯
に
含

む
場
合

は
課

税
対

象
と
な
る

。
 

・
児

童
税

額
控
除

 

・
出
産
後

の
労
働
者

に
は

､
1

年
間
搾
乳

の
た
め
の

休
憩

時
間
の
付

与
と
そ
の

場
所

の
提
供
義

務
。

 
・

児
童
税

額
控
除

 
 

17
歳

未
満
の

子
1
人

当
た

り
1,

00
0
ド

ル
（
所
得

に
よ

る
減
額
措

置
あ
り

）。
 

・
所
得
税

額
控
除

 

・
0〜

5
歳
児
の

義
務

（
無
償

）

教
育
実
施
（

20
13

年
か
ら

）。
 

・
児
童
手

当
（

20
18

年
9
月

か

ら
支
給
予

定
）
。
満

5
歳

以
下

の
子
に
、
月

10
万
ウ

ォ
ン
支

給
。
2
人

以
上
世

帯
で

所
得
水

準
90

%
以

下
が
対
象

。
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ま
り
子

が
3
人

い
る

家
庭
の

児
童

手
当

は
、

3,
75

4 
S

E
K

と
な

る
。

ま
た

16
歳
以

上
の
子

に
は

、
高
校

に
通

っ
て

い
る
間
（

20
歳

を
迎
え

た
春
学
期

ま
で

）、
児

童
手
当

と
同

額
の
就
学

手
当
が
支

給
さ
れ

る
。

  
・

20
07

年
に
税

制
度

が
改
正

さ
れ
、

家
庭
で
掃

除
・
洗
濯

・
庭
の

手
入

れ
・
子

守
り

等
で
有
償

の
家
事

代
行

サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し

た
場
合
、
一
人

あ
た
り
支

払
額

の
50

％
、
年

間

25
,0

00
 S

E
K
（

65
歳

以
上

は

50
,0

00
 S

E
K
）

ま
で

の
税
額

控
除

(R
U

T-
av

dr
ag

）

(S
ka

tt
ev

er
ke

t.
se
）

を
受
け

る
こ

と
が

で
き

る
よ
う
に

な
っ
た

。
 

れ
る

。
学

童
保

育
の

待
機

児
童

問
題

は

ほ
ぼ
生

じ
て

い
な

い
。

 
・
年
金
保

険
料

を
8
期

納
付

し
て

い
る

こ

と
を

要
件

と
し

て
、

基
礎

給
付

の
受

給

の
有

無
、

完
全

休
業

に
よ

る
休

暇
か

、

時
短

勤
務

を
行

い
な

が
ら

の
休

暇
か

、

子
供

の
人

数
に

応
じ

た
給

付
額

が
定

め

ら
れ

て
い

る
。

休
暇

金
を

短
縮

し
た

場

合
、

給
付

額
が

増
額

さ
れ

る
制

度
が

あ

る
。

多
胎

の
場

合
等

、
6

歳
ま

で
延
長

で
き
る

。
 

・
こ
の

ほ
か

、
収

入
に

応
じ

た
新

学
期

手
当

(子
供

の
学

用
品

購
入

)が
あ

る
。

最
高

17
0
ユ

ー
ロ
（

月
額

）
を

支
給
（

20
18

年
）。

 
 

・
16

歳
未
満
の

子
を

扶
養
し

て

い
る

者
に

対
し
て
、
家

族
控
除

と
し
て

54
5
ポ

ン
ド

、
1
人
当

た
り

2,
78

0
ポ
ン
ド

が
支
給

さ

れ
る
（

子
供

の
障
害

に
よ
り

加

算
）。

 
・
収

入
等

に
応
じ
た

減
額
措

置
あ

り
。

 

 
子

1
人
の
場

合
は

3,
37

2
ド

ル
、
2
人
は

5,
57

2
ド

ル
、

3
人

以
上

は
6,

26
9
ド

ル
を

上
限
に
税

額
控
除
（
親

の
所

得
制
限
あ

り
）
。

 
・

保
育
費

用
等
控
除

 
13

歳
未

満
の
子

の
保

育
等

に
か
か
っ

た
費
用
を

最
大

35
％

ま
で

税
額
控
除

。
 

出
所
：
第

1
章

～
6
章

 
注

1：
為

替
レ
ー

ト
：

1S
E

K
 （

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ク
ロ
ー
ネ
）
約

13
.5

円
、

1
ユ
ー

ロ
約

13
0
円
、

1
ポ
ン
ド
約

15
0
円
、

1
ド
ル

約
11

5
円
、

1,
00

0
ウ
ォ
ン

約
10

0
円
（

20
17

年
11

月
）
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